第３１回みっきぃふれあいマラソン
模擬店出店募集要項

１　日　　時　　　令和８年３月１日（日）
開店　　８時３０分～１４時００分
撤収　１４時００分～１５時３０分

２　場　　所　　　三木総合防災公園陸上競技場　総合受付周辺及び駐車場周辺　
※雨天決行

３　出店条件　　　実行委員会が適当と認めた団体

４　募集出店数　　申込数により判断します。

５　出店に係る費用等
(1)　出店料　　
　　　３,０００円
(2)　器材等　　各自ご準備ください。
※テントでの出店を希望される方は、テントを各自で用意しご準備ください。
　　※発動発電機・各種火気・電工ドラム・延長コード等は各自でご準備くださ
い。今大会では、電源口はありません。
　　※消火器について、会場において電気・ガス等の火気を使用する場合は各自ご準備ください。

６　販売種類及び品目
	販売種類
	販売品目

	飲料
	コーヒー、紅茶、スープ等

	調理品
	焼きそば、カレーライス、たこ焼き、丼、フランクフルト等

	弁当類
	弁当、おむすび、巻き寿司等

	菓子・パン類
	団子、おはぎ、まんじゅう、わた菓子、パン等

	その他
	実行委員会が認めたもの



７　販売上の禁止事項
(1)　法規により禁止されている物品や周辺に危険・迷惑を及ぼす物品の販売
(2)　アルコール類の販売
　　※他のイベントの看板を流用する際に、アルコール販売を明記した部分がある場合は、隠しておくこと。
(3)　その他実行委員会が不適当と認定した物品の販売

８　会場内での禁止・注意事項
(1)　危険物の持ち込みや使用は禁止
(2)　当日午前８時３０分以降に会場へ車両で物品を搬入することは禁止です。競技場前の駐車場から運搬してください。会場等に損害を与えた場合は、出店者の負担で現状復旧していただきます。
(3)　盗難や販売上のトラブルは、出店者の責任で処理願います。
(4)　排水等の処理や運営方法は、実行委員会の指示に従ってください。

９　飲食の出店
(1)　食品衛生法に基づく営業許可(露店)を取得していること。営業許可については、兵庫県の管轄する保健所から交付された露店営業の許可証であること。（他府県及び神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の許可証は不可）
詳細については、加東健康福祉事務所(保健所)食品薬務衛生課にお問い合わせください。（TEL ０７９５-４２-９３７１）
　(2)　店舗にて製造し、模擬店で販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可（露店等のカッコ書きの記載のないもの）も必要となります。
(3)　飲料用水道は、競技場１Ｆ給湯室からの運搬になります。ポリタンクをご用意ください。
(4)　汚水は残飯をザル等で受けた後、実行委員会指定の場所に捨ててください。なお、残飯、ゴミ、油等は持ち帰り、適切に処理してください。ザル・ポリバケツを必ずご用意ください。

10　出店場所
(1)　出店場所は、実行委員会で決定し後日お知らせします。
(2)　器材の搬入は、当日の８時３０分までに完了してください。器材を前日（２月２８日）に搬入する場合は、１３時から１６時まで可能です。
(3)　搬入・搬出車両は、１台分のみ「模擬店出店者用の駐車許可証」を発行し、競技場前に駐車場を用意します。それ以外の車両は、一般スタッフ駐車場（球技場・野球場）を利用してください。搬出・撤収は、当日の１４時から１５時３０分の間にお願いします。

11　出店申込
(1)　１２月１日（月）～１２月２６日（金）までに、「出店申込書」により郵送又はＦＡＸにてお申し込みください。その際、誓約書、露店営業許可証（写し）を必ず添付してください。ＦＡＸでお申し込みいただいた場合は、後日、誓約書を事務局まで持参もしくは郵送してください。
(2)　お申込みいただいた方（団体）の氏名（団体名等）、その他の個人情報は、イベント実施に必要な目的以外には使用いたしません。

12　その他
(1)　不明な点は、下記までお問い合わせください。
(2)　応募者多数の場合は、過去に出店実績がある団体及び市内団体を優先しま
　す。また、販売種類が重複し、募集出店数を上回る場合は、販売種類ごとに抽
選します。
(3)　持込機材に必要な物品（発動発電機・電工ドラム・ゴミ袋・ポリタンク・汚水用ザル・ポリバケツ等）は、各自でご用意ください。


【申込み・問い合わせ先】
みっきぃふれあいマラソン実行委員会事務局
〒６７３－０４９２　三木市上の丸町１０番３０号
三木市教育委員会事務局　文化・スポーツ課内 担当：錦織・村田
電話：０７９４－８２－２０００　ＦＡＸ：０７９４－８３－３６９９
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